
 
 

事 務 連 絡 

平成 31 年３月８日 

 

各都道府県・各指定都市教育委員会学校安全主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた 

  各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

各 国 公 私 立 高 等 専 修 学 校 事 務 局 

各 都 道 府 県 高 等 専 修 学 校 主 管 課 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 高 等 専 修 学 校 主 管 課 

附 属 学 校 及 び 専 修 学 校 を 置 く 各 国 公 立  

大 学 法 人 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

学校安全資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」 

の送付について 

  

 文部科学省では、平成１３年に教職員用の参考資料として「『生きる力』をはぐくむ学

校での安全教育」を作成し、平成２２年に改訂、学校における安全教育の充実と適切な

安全管理に活用いただいているところです。 

この度、学校を取り巻く事件や事故、自然災害への対応に加えて、近年の学校や児童

生徒等を取り巻く様々な安全上の課題や「学習指導要領の改訂」「学校事故対応に関する

指針」（平成２８年３月）「第２次学校安全の推進に関する計画」（平成２９年３月閣議決

定）等を踏まえ、改訂しました。 

なお、本資料については、１１日より順次、委託先である独立行政法人日本スポーツ

振興センターから貴課あてに送付するとともに、各学校へは各１部を直接送付いたしま

す。 

 

【問い合わせ先】 
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 
安全教育推進室 学校安全係 
ＴＥＬ：03-5253-4111（内線 2917） 
ＦＡＸ：03-5253-3719 
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